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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
３

月
７
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
６
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
災
害
対
策
基
金
条
例
の

制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
12
号
）

　

福
岡
県
市
町
村
災
害
共
済
基
金

組
合
の
解
散
に
伴
う
財
産
処
分
と

し
て
、
小
郡
市
に
２
億
２
，
２
７

９
万
８
千
円
が
帰
属
さ
れ
る
た

め
、
こ
の
財
産
を
受
け
入
れ
る
形

で
小
郡
市
災
害
対
策
基
金
条
例
を

制
定
す
る
も
の
。
当
面
こ
の
災
害

基
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
12

月
に
策
定
し
た
災
害
時
備
蓄
の
整

備
費
用
、
ま
た
今
後
の
防
災
行
政

無
線
の
整
備
費
用
と
し
て
活
用
し

て
い
き
た
い
。

問
：
他
市
町
村
で
大
き
な
災
害
が

あ
っ
た
場
合
に
、
以
前
は
一
般
財

源
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
と
思
う

が
、
今
後
基
金
か
ら
の
支
出
を
想

定
し
て
い
る
か
。

答
：
現
在
は
、
地
域
防
災
計
画
の

規
定
に
基
づ
く
災
害
予
防
対
策
、

災
害
応
急
対
策
等
の
経
費
の
財
源

と
考
え
て
い
る
の
で
、
大
規
模
災

害
に
お
け
る
他
市
町
村
へ
の
歳
出

に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
。

平
成
24
年
度
小
郡
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
５
号
）の
承
認
に

つ
い
て（
議
案
第
23
号
）

　

体
育
館
管
理
費
６
，
２
９
３
万

円
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
ア
ス
ベ

ス
ト
除
去
と
耐
震
改
修
工
事
を
実

施
す
る
も
の
。

問
：
体
育
館
の
耐
震
工
事
を
行
っ

て
、
今
後
も
利
用
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
か
。

答
：
耐
震
工
事
を
行
い
、
当
面
の

間
は
こ
の
体
育
館
を
利
用
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

建
て
替
え
の
要
望
も
あ
る
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
３

月
８
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
８
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
重
度
障
害
者
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
５
号
）

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
「
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

こ
の
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
。

問
：
改
正
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
。

答
：
地
域
社
会
に
お
い
て
障
害
者

の
方
と
共
に
生
き
る
と
い
う
視
点

で
、
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
と
い
う
趣
旨
で
改
正
す
る
も

の
。

平
成
24
年
度
小
郡
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
５
号
）の
承
認
に

つ
い
て（
議
案
第
23
号
）

　

児
童
措
置
費
４
，
２
０
０
万
円

の
減
額
は
、
私
立
保
育
園
の
運
営

費
を
実
績
に
基
づ
い
て
減
額
す
る

も
の
。

問
：
減
額
の
主
な
要
因
に
つ
い
て
。

答
：
当
初
予
定
よ
り
全
体
の
入
所

者
数
は
増
え
て
い
る
が
、
保
育
単

価
が
高
い
０
歳
児
か
ら
２
歳
児
ま

で
の
入
所
者
数
が
減
っ
た
た
め
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
３

月
11
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
16
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
廃
棄
物
の
減
量
化
及
び

適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
（
議
案
第
８
号
）

　

「
地
域
主
権
一
括
法
」
に
基
づ

き
改
正
す
る
も
の
。「
廃
棄
物
処

理
法
」
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
「
市

町
村
は
一
般
廃
棄
物
計
画
を
策
定

し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
公

表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に
改
め
る
。
ま
た
、
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
置
く
技
術

管
理
者
が
有
す
べ
き
資
格
を
追
加

す
る
も
の
。

問
：
小
郡
市
に
も
技
術
管
理
者
を
置

く
必
要
が
あ
る
の
か
。

答
：
市
が
施
設
を
持
つ
場
合
は
必

要
だ
が
、
ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満
に

委
託
し
て
い
る
の
で
、
現
在
市
に

技
術
管
理
者
を
置
く
必
要
は
な

い
。

小
郡
市
都
市
公
園
移
動
等
円
滑

化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
公
園

施
設
の
設
置
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
22
号
）

　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
令

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
市
の
都
市

公
園
に
お
け
る
移
動
円
滑
化
の
た

め
に
、
必
要
な
特
定
公
園
施
設
の

設
置
基
準
に
つ
い
て
、
条
例
で
定

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

▲小郡市体育館
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め
る
も
の
。

問
：
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
々
が

利
用
し
や
す
く
な
る
の
か
。

答
：
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
々
の

移
動
等
が
円
滑
に
出
来
る
よ
う
に

基
準
を
定
め
る
も
の
。

★
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

の
数
の
増
減
及
び
福
岡
県
市
町
村

職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て
（
議
案
第
１
号
）

　

田
川
地
区
清
掃
施
設
組
合
と
福

岡
県
市
町
村
災
害
共
済
基
金
組
合

が
３
月
31
日
で
脱
退
す
る
こ
と

と
、
下
田
川
清
掃
施
設
組
合
が
４

月
１
日
か
ら
加
入
す
る
こ
と
に
伴

い
、
規
約
を
変
更
す
る
も
の
。

★
久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
規
約

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
２
号
）

　

現
在
の
久
留
米
広
域
市
町
村
圏

事
務
組
合
の
事
務
所
が
、
平
成

25
年
中
に
取
り
壊
し
に
な
る
た

め
、
こ
の
事
務
所
の
位
置
を
久
留

米
市
北
野
総
合
支
所
に
移
転
す
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
規
約
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
つ
い
て
（
議
案
第
３
号
）

　

手
話
通
訳
嘱
託
員
を
臨
時
職
員

と
い
う
形
か
ら
、
非
常
勤
嘱
託
員

と
い
う
位
置
づ
け
に
し
て
充
実
さ

せ
る
も
の
。
ま
た
、
県
か
ら
の
権

限
移
譲
も
含
め
、
昨
今
障
害
者
の

虐
待
等
の
事
例
が
頻
発
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
障
害
福
祉
相
談
員
を

専
門
職
員
と
し
て
配
置
す
る
も

の
。
さ
ら
に
、
相
談
員
の
廃
止
を

お
願
い
す
る
も
の
。

★
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
４
号
）

　

国
の
法
律
の
変
更
に
伴
っ
て
、

根
拠
条
文
を
変
更
す
る
も
の
。

★
小
郡
市
障
害
程
度
区
分
審
査
会

の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
（
議
案
第
６
号
）

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
題
目
が
「
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

関
係
条
文
の
整
理
を
行
う
も
の
。

★
小
郡
市
家
庭
児
童
相
談
室
設
置

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
７
号
）

現
在
虐
待
等
の
対
応
に
つ
い
て

増
加
傾
向
に
あ
り
、
家
庭
児
童
福

祉
に
関
す
る
相
談
指
導
業
務
の
充

実
強
化
の
た
め
、
家
庭
相
談
員
「
２

人
」
を
「
３
人
」
に
改
め
る
も
の
。

★
小
郡
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
９
号
）

「
都
市
公
園
法
」
の
改
正
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
国
が
定
め
て
い
た

都
市
公
園
の
設
置
基
準
及
び
公
園

施
設
の
設
置
基
準
等
を
条
例
で
定

め
る
も
の
。

★
小
郡
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
10
号
）

「
地
域
主
権
一
括
法
」
に
よ
り
、

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

が
公
布
さ
れ
、
下
水
道
に
つ
い
て

は
、
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道

及
び
都
市
下
水
路
の
構
造
上
の
基

準
並
び
に
終
末
処
理
場
及
び
都
市

下
水
路
の
施
設
に
関
す
る
基
準
に

つ
い
て
、
条
例
で
定
め
る
も
の
。

★
小
郡
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
議
案
第
11
号
）

「
公
営
住
宅
法
」
の
一
部
が
改

正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
を

整
理
し
改
正
す
る
も
の
。

★
小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
13
号
）

「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性

を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を

図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
」
と
「
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
い
ず
れ
も
平
成
24
年
４
月
１
日

に
施
行
さ
れ
、
こ
の
２
つ
の
法
律

の
制
定
に
伴
い
、
市
に
お
い
て
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
係

る
基
準
を
定
め
る
も
の
。

主
な
議
案
の
内
容
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★
小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案

第
14
号
）

　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
３
つ
に

つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
要
支
援

１
と
２
の
方
が
利
用
で
き
る
施
設

に
つ
い
て
、
条
例
を
別
立
て
に
す

る
も
の
。

★
小
郡
市
リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
15
号
）

　

こ
れ
ま
で
、
小
郡
市
リ
サ
イ
ク

ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
運
営
要
綱
を
定

め
運
営
状
況
や
周
辺
地
域
へ
の
影

響
な
ど
を
見
て
き
た
が
、
問
題
な

く
運
営
で
き
て
い
る
た
め
、
運
営

要
綱
を
条
例
と
し
て
制
定
す
る
も

の
。

★
小
郡
市
上
水
道
配
水
管
布
設
分

担
金
徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
16
号
）

「
小
郡
市
上
水
道
要
望
工
事
に

関
す
る
規
則
」
に
基
づ
き
運
用
し

て
い
る
分
担
金
の
徴
収
に
つ
い
て

条
例
を
定
め
る
も
の
。

★
小
郡
市
道
に
設
置
す
る
道
路
標

識
の
寸
法
等
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
17
号
）

「
道
路
法
」
の
改
正
に
伴
い
、

小
郡
市
道
に
お
け
る
道
路
標
識
の

寸
法
等
に
つ
い
て
、
条
例
を
定
め

る
も
の
。

★
小
郡
市
準
用
河
川
管
理
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
18
号
）

「
河
川
法
」
の
改
正
に
伴
い
、

市
が
管
理
す
る
準
用
河
川
に
つ
い

て
、
条
例
を
定
め
る
も
の
。

★
小
郡
市
準
用
河
川
管
理
施
設
等

の
構
造
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
19
号
）

「
河
川
法
」
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
国
が
定
め
る
「
河
川
管
理
施

設
等
構
造
令
」
に
基
づ
き
、
管
理

施
設
の
設
置
基
準
に
つ
い
て
条
例

を
定
め
る
も
の
。

★
小
郡
市
道
路
構
造
の
基
準
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議

案
第
20
号
）

「
道
路
法
」
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
市
道
に
関
す
る
道
路
構
造
の

技
術
的
基
準
に
つ
い
て
条
例
を
定

め
る
も
の
。

★
小
郡
市
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る

道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議

案
第
21
号
）

　

特
定
道
路
の
う
ち
、
市
道
の
移

動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な

構
造
基
準
に
つ
い
て
条
例
で
定
め

る
も
の
。

★
平
成
24
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

４
号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案

第
24
号
）

　

歳
出
、
保
険
給
付
費
９
１
９
万

８
千
円
は
、
歳
出
の
推
移
を
勘
案

し
減
額
す
る
も
の
。
後
期
高
齢
者

支
援
金
６
４
９
万
７
千
円
の
増
額

は
、
金
額
の
確
定
に
よ
る
も
の
。

歳
入
、
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事

業
交
付
金
４
，
６
６
３
万

９
千
円
の
増
額
は
、
平
成
24
年
度

の
拠
出
金
並
び
に
交
付
金
の
確
定

に
よ
る
も
の
。

★
平
成
24
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計（
保
険
事
業
勘
定
）

補
正
予
算
（
第
３
号
）
の
承
認
に

つ
い
て
（
議
案
第
25
号
）

　

歳
出
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金

積
立
金
５
０
０
万
円
の
増
額
は
、

介
護
給
付
費
の
決
算
見
込
み
額
に

係
る
保
険
料
負
担
額
の
21
％
分
と

実
際
の
保
険
料
収
入
額
と
の
差
額

を
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も
の
。

★
平
成
24
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

１
号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案

第
26
号
）

　

実
施
設
計
等
業
務
委
託
料
２
，

９
８
５
万
円
の
減
額
は
、
農
政
局

と
の
協
議
に
対
応
す
る
た
め
。

★
平
成
24
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

の
承
認
に
つ
い
て（
議
案
第
27
号
）

　

下
水
道
整
備
費
、
委
託
料
１
９

９
万
７
千
円
の
減
額
は
、
事
業
確

定
に
よ
る
も
の
。
工
事
費
４
，
４

１
２
万
４
千
円
の
増
額
は
、
国
の

大
型
補
正
に
よ
る
も
の
。
公
共
下

水
道
整
備
事
業
３
，
３
６
２
万
８

千
円
の
減
額
は
、
古
賀
雨
水
幹
線

の
改
修
を
予
定
し
て
い
た
が
、
事

業
を
見
送
る
も
の
。
宝
満
川
流
域

下
水
道
事
業
負
担
金
２
，
４
２
５

万
１
千
円
及
び
筑
後
川
中
流
右
岸

流
域
下
水
道
事
業
負
担
金
と
し
て

建
設
費
へ
の
負
担
金
１
，
４
０
５

万
２
千
円
は
、
国
の
大
型
補
正
に

よ
る
も
の
。

★
市
道
の
認
定
及
び
路
線
変
更
に

つ
い
て
（
議
案
第
36
号
）

「
開
発
法
」
に
伴
う
旧
路
線
の

認
定
が
、
９
箇
所
。
変
更
は
、
東

福
童
、
鳥
栖
・
朝
倉
バ
イ
パ
ス
の

事
業
に
伴
う
も
の
。
開
発
に
伴
う

路
線
の
変
更
も
２
路
線
行
う
も

の
。

▲小郡市リサイクルステーション
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３月定例会議案審議結果
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果

第１号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村
職員退職手当組合規約の変更について 可　決

第２号 久留米広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定について 可　決

第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
の制定について 可　決

第４号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について 可　決

第５号 小郡市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第６号 小郡市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定
について 可　決

第７号 小郡市家庭児童相談室設置条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第８号 小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて 可　決

第９号 小郡市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第 10号 小郡市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第 11号 小郡市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第 12号 小郡市災害対策基金条例の制定について 可　決

第 13号 小郡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制
定について 可　決

第 14号 小郡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す
る条例の制定について 可　決

第 15号 小郡市リサイクルステーション設置条例の制定について 可　決
第 16号 小郡市上水道配水管布設分担金徴収条例の制定について 可　決
第 17号 小郡市道に設置する道路標識の寸法等に関する条例の制定について 可　決
第 18号 小郡市準用河川管理条例の制定について 可　決
第 19号 小郡市準用河川管理施設等の構造の基準を定める条例の制定について 可　決
第 20号 小郡市道路構造の基準に関する条例の制定について 可　決

第 21号 小郡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定
める条例の制定について 可　決

第 22号 小郡市都市公園移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め
る条例の制定について 可　決

第 23号 平成 24年度小郡市一般会計補正予算（第５号）の承認について 可　決
第 24号 平成 24年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の承認について 可　決

第 25号 平成 24年度小郡市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３号）の承認につ
いて 可　決

第 26号 平成 24年度小郡市工業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決
第 27号 平成 24年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第２号）の承認について 可　決
第 28号 平成 25年度小郡市一般会計予算の承認について 可　決
第 29号 平成 25年度小郡市国民健康保険事業特別会計予算の承認について 可　決
第 30号 平成 25年度小郡市後期高齢者医療特別会計予算の承認について 可　決
第 31号 平成 25年度小郡市介護保険事業特別会計予算（保険事業勘定）の承認について 可　決
第 32号 平成 25年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）の承認について 可　決
第 33号 平成 25年度小郡市下水道事業特別会計予算の承認について 可　決
第 34号 平成 25年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の承認について 可　決
第 35号 平成 25年度小郡市工業団地整備事業特別会計予算の承認について 可　決
第 36号 市道の認定及び路線変更について 可　決
選　　挙 選挙管理委員及び補充員の選挙について ―

同意案第１号 公平委員会委員の選任について（右田喜章） 同　意
同意案第２号 公平委員会委員の選任について（甲斐田靖） 同　意
同意案第３号 公平委員会委員の選任について（河原壽一郎） 同　意


